
事業者・地方公共団体 

取組事例集 
 

 

■事業者 

 事例１ 株式会社イトーヨーカ堂発表資料 

 事例２ ヤマトホールディングス株式会社発表資料 

 事例３ 日本生活協同組合連合会発表資料 

 事例４ エフコープ生活協同組合発表資料 

 事例５ トヨタ自動車株式会社発表資料 

 事例６ 株式会社ファミリーマート発表資料 

 事例７ 大和リース株式会社発表資料 

 事例８ 京都信用金庫発表資料 

 事例９ 株式会社高知銀行発表資料 

 

■地方公共団体 

事例 10 横浜市発表資料 

 事例 11 大阪府発表資料 

 事例 12 徳島県発表資料 

 

 

この取組事例集は、本ワーキング・グループでヒアリングを行った事業者・地

方公共団体の先進的な取組を紹介するため、発表資料をまとめたものである。 

資料２

今回は発表資料の添付を省略。実際の報告書には添付する予定。



参考資料 

参考資料１ 西田委員発表資料 

参考資料２ 有識者ヒアリング発表資料 

有識者：株式会社 TBS テレビ 丹羽多聞アンドリウ BS－TBS メデ

ィア事業局エグゼクティブ局長 

参考資料３ 消費者庁ヒアリング発表資料 

参考資料４ 独立行政法人国民生活センター発表資料 

参考資料５ 審議経過 

参考資料６ 委員名簿 

参考資料７ 消費者委員会 ワーキング・グループ設置・運営規程 

今回は参考資料１～４の発表資料の添付を省略。実際の報告書には添付する予定。



 
（参考資料５） 

 

 

 

委 員 名 簿 
 

 

■構成員 

（座長） 新川 達郎 同志社大学名誉教授 

（座長代理） 受田 浩之 高知大学理事・副学長 

 片山 登志子 弁護士 

 

 

■オブザーバー 

 生駒 芳子 ファッション・ジャーナリスト、伝統工芸開発プロデューサー 

 髙 巖 麗澤大学大学院経済研究科教授 

 西田 佳史 東京工業大学工学院教授 

 八木 洋介 株式会社 people first代表取締役 

 

以上７名（敬称略） 

 



 
（参考資料６） 

 

審 議 経 過 
 

 開催日 議 題 

① 第１回 令和３年２月 18日 ・有識者からのヒアリング 

・今後の調査審議の進め方 

② 第２回 令和３年３月８日 ・事業者からのヒアリング（１） 

 

③ 第３回 令和３年３月 31日 ・事業者からのヒアリング（２） 

 

④ 第４回 令和３年４月 21日 ・事業者からのヒアリング（３） 
 

⑤ 第５回 令和３年５月６日 ・地方公共団体からのヒアリング（１） 
 

⑥ 第６回 令和３年５月 27日 ・事業者からのヒアリング（４） 

・地方公共団体からのヒアリング（２） 

⑦ 第７回 令和３年６月７日 ・地方公共団体からのヒアリング（３） 

・消費者庁、国民生活センターからのヒアリング 

⑧ 第８回 令和３年６月 24日 ・ワーキング・グループ報告書骨子案について 

 

⑨ 第９回 令和３年７月７日 ・消費者問題解決のＤＸについて（西田委員御発表） 

・ワーキング・グループ報告書案について（１） 

⑩ 第 10 回 令和３年７月 21日 ・ワーキング・グループ報告書案について（２） 

 

 



（参考資料７） 

消費者委員会 ワーキング・グループ設置・運営規程 

 

平成２６年３月２５日 

消費者委員会決定  

最終改正 令和３年１月１４日 

 

消費者委員会令（平成２１年政令第２１６号）第四条の規定に基づき、この

規程を定める。 

 

（総則） 

第一条 消費者委員会（以下「委員会」という。）のワーキング・グループ

（以下同じ）の設置、所掌事務、構成、会議及び議事録の作成等については、

この規程の定めるところによる。 

 

（ワーキング・グループの設置） 

第二条 委員会に別紙のとおりワーキング・グループを置く。 

  

（ワーキング・グループの所掌） 

第三条 ワーキング・グループは、個別分野における委員会の主要検討課題に

ついて、当該課題に専門的知見を有する有識者等の協力を得つつ、集中的に

調査審議を行い、その結果を委員会に報告する。 

 

（ワーキング・グループの構成） 

第四条 ワーキング・グループに属すべき構成員は、別紙のとおりとする。 

２ ワーキング・グループには座長を置き、当該ワーキング・グループに属す

る委員から委員長が指名し、座長は、当該ワーキング・グループの事務を掌

理する。 

３ 座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属する委員のうち

から委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（ワーキング・グループの会議） 

第五条 座長（座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。）

は、ワーキング・グループの会議を招集し、その議長となる。 

２ ワーキング・グループの会議への出席には、会議の開催場所への出席のほ

か、座長が必要と認めるときには、テレビ会議システムを利用した出席を含



めるものとする。 

３ ワーキング・グループに属さない委員は、あらかじめ座長に届け出ること

により、会議にオブザーバーとして出席し、発言することができる。 

４ 座長は、必要により、臨時委員、専門委員、行政機関職員又は当該会議に

おける調査審議事項に関して識見を有する者にオブザーバーとして会議に出

席し、意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 

５ 座長は、会議の各回ごとの調査審議事項及びこれに関係する事項に関する

説明を得る必要があると認める場合には、臨時委員、専門委員、行政機関職

員又は当該調査審議事項に関して識見を有する者に参考人として会議に出席

し、当該会議において求められた事項について説明を行うことを求めること

ができる。 

 

（審議の公開） 

第六条 ワーキング・グループの開催予定に関する日時・開催場所等について

は、公開する。 

２ ワーキング・グループは、会議を公開することにより、当事者若しくは第

三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他座

長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべ

き事由が終了したときは、公開するものとする。 

３ 前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、ワーキ

ング・グループはその理由を公表する。 

４ 会議の議事録については、第２項の規定により座長が会議を非公開とする

ことを必要と認めた場合を除き、公開する。 

５ 第２項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、

議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。 

 

（議事録の作成） 

第七条 ワーキング・グループの議事については、次の事項を記載した議事録

を作成する。 

一 会議の日時及び場所 

二 出席した構成員の氏名及びこのうちテレビ会議システムを利用した出席

者の氏名 

三 議題となった事項 

四 審議経過 

五 審議結果 



 

（消費者庁の協力） 

第八条 ワーキング・グループは、調査審議に当たって、消費者庁の協力を得

ることができる。 

 

（雑則） 

第九条 この規程に定めるもののほか、ワーキング・グループの運営に関し必

要な事項は、座長が委員会に諮って定める。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２６年３月２５日から施行する。 

この規程は、平成２７年３月２４日から改正施行する。 

この規程は、平成２８年９月６日から改正施行する。 

 この規程は、平成３０年２月８日から改正施行する。 

 この規程は、令和２年１１月５日から改正施行する。 

 この規定は、令和３年１月１４日から改正施行する。 



（別紙） 

 

ワーキング・グループの名称・目的・構成員 

 

（◎：座長、○：座長代理） 

ワーキング・グループ名称 目的 構成員 

消費者法分野におけるルー

ル形成の在り方等検討ワー

キング・グループ 

公正な市場を実現す

るための消費者法

（取引分野）におけ

るルール形成の在り

方、ルールの実効性

確保に資する方策並

びに行政、事業者及

び消費者の役割につ

いて検討すること 

片山登志子 委員 

○ 新川 達郎 委員 

◎ 丸山絵美子 委員 

  山本 隆司 委員長 

消費者関連情報の提供の在

り方検討ワーキング・グル

ープ 

安全安心な市場の醸

成、及び消費者自ら

が安全安心な商品・

サービスを選択でき

ること等を目的と

し、消費者関連情報

につき、事業者等と

連携した新たな提供

の在り方等を検討す

ること 

〇 受田 浩之 委員 

片山登志子 委員 

◎ 新川 達郎 委員 

 

 




